
 

 

【インフルエンザの出席停止期間】（学校保健安全法に規定されています） 

発症(発熱)した後、５日を経過し、かつ、解熱した後２日を経過するまで。 

                          平成２９年１１月２２日 

第１学年３組保護者 様 

 

                        須賀川市立第三小学校長 須 田 元 大 

 

 

インフルエンザによる繰り上げ下校のお知らせ 
 

 向寒の候、保護者の皆様にはますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

 さて、例年より早いインフルエンザ流行で本校も罹患者が増え、特に第１学年３

組は感染者が増加しました。 

そこで、感染拡大予防のため、下記のように繰り上げ下校などの対応をすること

にしました。ご家庭におかれましては、下記の留意事項にご配慮くださり、症状の

回復と感染予防に努めてくださるようにお願いいたします。また、ご家庭での児童

の健康管理にも十分ご留意くださいますようお願いいたします。 

 

記 

 

１ 対象学級と時刻 

《繰り上げ下校》・・・第１学年３組 １１月２２日（水）１３：１５下校 

                 予定より１時間３０分早めた下校 

 

２ 現在の状況（１１月２２日（水）午前１０時現在） 

インフルエンザによる出席停止７名、体調不良による欠席２名 計９名 

                

３ 留意事項 

（１） 新たにインフルエンザに罹った場合は、速やかに学校まで連絡をお願しま

す。 

（２） 十分な睡眠とバランスの良い食事など規則正しい生活をお願いします。 

（３） インフルエンザに罹患している児童については、医師の指示に従って安静   

にさせてください。 

（４） 症状のない児童についてもできるだけ外出を避け、室内で過ごさせてくだ

さい。塾や習い事についてもご配慮ください。発熱した場合は、必ず医療

機関での受診をお願いします。 

（５） 罹患していない児童には課題を出しますが、体調を見ながらできる範囲で

取り組ませてください。 

（６） １１月２４日（金）は罹患者の回復が見込まれるため通常どおりの登校、

４校時限、１３：１５下校とします。なお、マスクの着用をお願いします。 

 

 


